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第６期 

(決算日 2025年７月10日) 
 

受益者の皆さまへ 
 
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて「新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）」

は、2025年７月10日に第６期の決算を行いました。ここに

期中の運用状況をご報告申し上げます。 

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げ

ます。 
 

＊当ファンドの仕組みは次の通りです。 
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券／インデックス型 

信 託 期 間 無期限 

運 用 方 針 

インベスコ新興国債券インデックス（円換算

ベース）の動きに連動する投資成果を目指して

運用を行います。 

主要運用対象 

新興国債券インデックス・ 

オープン（ラップ向け） 

新興国債券インデックス 

マザーファンド受益証券を

主要投資対象とします。 

新興国債券インデックス 

マ ザ ー フ ァ ン ド 

主として、新興国の米ドル建

ての公社債に投資します。ま

た、効率的な運用を目的とし

て、上場投資信託証券にも投

資することがあります。 

組 入 制 限 

新興国債券インデックス・ 

オープン（ラップ向け） 

・株式への実質投資割合は、

投資信託財産の純資産総

額の10％以下とします。 

・外貨建資産への実質投資割

合には制限を設けません。 

新興国債券インデックス 

マ ザ ー フ ァ ン ド 

・株式への投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の

10％以下とします。 

・外貨建資産への投資割合

には制限を設けません。 

分 配 方 針 

年１回の毎決算時（原則として７月10日。同日

が休業日の場合は翌営業日）に委託会社が、基

準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行い

ます。ただし、委託会社の判断により、分配を

行わない場合があります。 
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新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）  

○最近５期の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 

インベスコ新興国債券インデックス 
（ 円 換 算 ベ ー ス ） 債   券 

組 入 比 率 

投 資 信 託 
証   券 
組 入 比 率 

純 資 産 
総 額 

(分配落) 
税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

（ベンチマーク） 
期 中 
騰 落 率 

 円 円 ％  ％ ％ ％ 百万円 

２期(2021年７月12日) 10,171 0 8.1 25,975 10.4 54.9 － 4,791 

３期(2022年７月11日) 9,561 0 △ 6.0 24,079 △ 7.3 96.8 － 6,472 

４期(2023年７月10日) 10,670 0 11.6 27,371 13.7 96.5 － 34,316 

５期(2024年７月10日) 13,655 0 28.0 35,433 29.5 97.3 － 62,571 

６期(2025年７月10日) 13,571 0 △ 0.6 35,339 △ 0.3 97.2 － 51,631 
 

（注） 基準価額は１万口当たりです。 

（注） ベンチマークとして、インベスコ新興国債券インデックス（円換算ベース）を使用しています。インベスコ新興国債券インデックス（円

換算ベース）（以下、「インデックス」といいます。）は、Invesco Indexing LLC（以下、「許諾者」といいます。）の所有物であり、委託

会社にその使用が許諾されています。 

 当ファンドは、許諾者によって、支援、推奨、販売または販売促進されていません。許諾者は、当ファンドの保有者または公衆一般の

いかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、インデックスの一般的な市場への追随

能力について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。許諾者は、被許諾者の関連会社であり、その関

係には許諾者の商標や商号の使用許諾、および被許諾者や当ファンドに関わりなく許諾者により決定、構築、計算されるインデックス

の使用許諾を含みます。許諾者はインデックスの決定、構築、計算に関し、被許諾者または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務

を負いません。許諾者は、当ファンドの発行や償還に関する決定や計算に責任を負わず、また関与をしません。許諾者は、当ファンド

の管理、販売、取引に関して義務や責任を負いません。 

 許諾者は、インデックスとそれに含まれるデータの正確性、完全性を保証しません。許諾者は、ここに許諾された権利に関連するイン

デックスまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結

果についても、または、その他のいかなる使用に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。許諾者は、明示

的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつインデックスまたはそれに含まれるデータに関する、特定の目的のための市場商

品性または適合性については、いかなる保証も明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者は、いかなる特

別、懲罰的、間接的もしくは結果的損害（逸失利益を含む。）について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとして

も、何らの責任も負いません。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む

運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。 

（注） 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「債券組入比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。 
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新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）  

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 

インベスコ新興国債券インデックス 
（ 円 換 算 ベ ー ス ） 債   券 

組 入 比 率 

投 資 信 託 
証   券 
組 入 比 率  騰 落 率 （ベンチマーク） 騰 落 率 

(期  首) 円 ％  ％ ％ ％ 

2024年７月10日 13,655 － 35,433 － 97.3 － 

７月末 12,985 △4.9 33,722 △4.8 97.8 － 

８月末 12,706 △6.9 33,011 △6.8 98.5 － 

９月末 12,787 △6.4 33,210 △6.3 97.4 － 

10月末 13,604 △0.4 35,349 △0.2 98.3 － 

11月末 13,461 △1.4 35,007 △1.2 98.0 － 

12月末 13,934 2.0 36,227 2.2 97.6 － 

2025年１月末 13,795 1.0 35,877 1.3 96.4 － 

２月末 13,538 △0.9 35,218 △0.6 97.4 － 

３月末 13,426 △1.7 34,931 △1.4 98.4 － 

４月末 12,812 △6.2 33,362 △5.8 97.7 － 

５月末 13,033 △4.6 33,949 △4.2 98.0 － 

６月末 13,410 △1.8 34,920 △1.4 97.3 － 

(期  末)       

2025年７月10日 13,571 △0.6 35,339 △0.3 97.2 － 
 

（注） 基準価額は１万口当たりです。 

（注） 騰落率は期首比です。 

（注） 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「債券組入比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。 
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新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）  

○運用経過  

 期中の基準価額等の推移 (2024年７月11日～2025年７月10日)

 

  

  
（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。 

（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

（注） 分配金再投資基準価額およびインベスコ新興国債券インデックス（円換算ベース）は、期首（2024年７月10日）の値が基準価額と同一

となるように指数化しております。 

（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。 

（注） インベスコ新興国債券インデックス（円換算ベース）は、ベンチマークです。 

 

○基準価額の主な変動要因 

［上昇要因］ 

・新興国の米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象としているため、保有する債券からのイン

カムゲイン（利息収入）が、基準価額の上昇要因となりました。 

・新興国の米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象としているため、新興国の米ドル建て債券

利回りが低下（債券価格は上昇）したことが、基準価額の上昇要因となりました。 

 

［下落要因］ 

・実質外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わなかったため、米ドルが対円で下落（円高）

したことが、基準価額の下落要因となりました。  
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新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）  

 投資環境 
 

  
＜新興国債券市場＞ 

当期中、米ドル建て新興国債券利回りは低下しました。期初から2024年９月にかけては、米国の

景気悪化懸念などを受けて米国での利下げ期待が高まり、米国長期金利が低下したことなどに伴い、

米ドル建て新興国債券利回りは低下しました。その後、９月に行われた米連邦公開市場委員会

（ＦＯＭＣ）では0.5％の利下げが実施されたものの、パウエル議長が追加利下げを急がない姿勢

を示したことなどから米国長期金利は上昇（債券価格は下落）に転じ、米ドル建て新興国債券利回

りも上昇基調で推移しました。2025年１月以降はトランプ大統領就任に伴い、景気減速への警戒感

などから米国長期金利が低下したことなどを受けて米ドル建て新興国債券利回りは再び低下しま

した。４月にはトランプ米政権が大規模な相互関税を発表したことなどが嫌気され、信用スプレッ

ドが拡大したことなどから米ドル建て新興国債券利回りは上昇しましたが、期末にかけて通商協議

の進展が好感されたことなどに伴い低下に転じました。 

 

＜為替市場＞ 

為替市場では、円高／米ドル安となりました。当期中、日銀が追加利上げを実施した一方、米連

邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げを行ったこと、米トランプ政権の相互関税の不透明感から安全資

産として円が買われたことなどから円高／米ドル安が進行しました。 

 

 当ファンドのポートフォリオ 
 
主として、新興国債券インデックス マザーファンド（以下、マザーファンドといいます。）に

投資を行い、マザーファンドを通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行いました。また、

実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行いませんでした。 

 

マザーファンドでは、インベスコ新興国債券インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投

資成果を目指しました。期を通して米ドル建て新興国債券を組入れ、ベンチマークとの連動を維持

する運用を行いました。 
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新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）  

 当ファンドのベンチマークとの差異 
 
当期の基準価額騰落率は△0.6％と

なり、ベンチマークであるインベスコ

新興国債券インデックス（円換算ベー

ス）の騰落率△0.3％を下回る結果とな

りました。 

主なマイナス要因としては、コスト

負担（当ファンドの信託報酬、債券取引

に伴うコスト、債券に係る保管費用な

ど）、その他の要因としては、ベンチ

マークとファンドで評価に用いる債券

の時価が異なることが挙げられます。 

 

 

 

 

 分配金 
 
収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案し、当期は見送りとさせていた

だきました。収益分配金に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保して元本部分と同一

の運用を行います。 

 

○分配原資の内訳  

 （単位：円、１万口当たり、税込み） 

項 目 
第６期 

2024年７月11日～ 
2025年７月10日 

当期分配金 －  

(対基準価額比率) －％ 

 当期の収益 －  

 当期の収益以外 －  

翌期繰越分配対象額 5,130   
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 

 

  

  
（注） 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。 

（注） インベスコ新興国債券インデックス（円換算ベース）は、ベンチマークです。
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新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）  

○今後の運用方針 

主としてマザーファンドに投資を行い、マザーファンドを通じて、新興国の米ドル建ての公社債

に投資を行います。また、実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。 

 

マザーファンドでは、インベスコ新興国債券インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資

成果を目指します。引き続き、ベンチマーク構成銘柄の米ドル建て新興国債券を組入れる予定です。 
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新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）  

○１万口当たりの費用明細 (2024年７月11日～2025年７月10日) 

項 目 
当 期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率 

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 29  0.220  (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 

 （ 投 信 会 社 ） (23)  (0.176)  ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 
基準価額の算出等の対価 

 （ 販 売 会 社 ） ( 1)  (0.011)  購入後の情報提供、運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管 
理および事務手続き等の対価 

 （ 受 託 会 社 ） ( 4)  (0.033)  ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価 

（b） そ の 他 費 用 2   0.015   (b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 

 （ 保 管 費 用 ） ( 1)  (0.009)  保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 
送金・資産の移転等に要する費用 

 （ 監 査 費 用 ） ( 0)  (0.002)  監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 

 （ 印 刷 費 用 ） ( 1)  (0.004)  印刷費用は、目論見書や運用報告書等の法定書類の作成・印刷に要する費用 
等 

 （ そ の 他 ） ( 0)  (0.000)  その他は、外国有価証券に係る税金等の払い戻し 

 合 計 31   0.235    

期中の平均基準価額は、13,290円です。  

 
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結

果です。 

（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 

（注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 

（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数点以下第４位を四捨五入してあります。 
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新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）  

（参考情報） 

◯総経費率 

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価

証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で

除した総経費率（年率）は0.24％です。 
 

  
（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。 

（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。 

（注） 各比率は、年率換算した値です。 

（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。 

（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。 
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新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）  

○売買及び取引の状況 (2024年７月11日～2025年７月10日) 

 

銘 柄 
設 定 解 約 

口 数 金 額 口 数 金 額 
 千口 千円 千口 千円 
新興国債券インデックス マザーファンド 11,413,435 15,412,714 19,185,438 25,750,169 

 
（注） 単位未満は切捨てています。 

 

○利害関係人との取引状況等 (2024年７月11日～2025年７月10日) 

 

 該当事項はございません。 

 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 

 

○組入資産の明細 (2025年７月10日現在) 

 

銘 柄 
期首(前期末) 当 期 末 

口 数 口 数 評 価 額 

 千口 千口 千円 

新興国債券インデックス マザーファンド 45,305,900 37,533,897 51,631,628 
 
（注） 単位未満は切捨てています。 
 
 

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。 

 

○投資信託財産の構成 (2025年７月10日現在) 

項 目 
当 期 末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

新興国債券インデックス マザーファンド 51,631,628 99.8 

コール・ローン等、その他 96,062 0.2 

投資信託財産総額 51,727,690 100.0 
 
（注） 評価額の単位未満は切捨てています。 

（注） 新興国債券インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（51,626,806千円）の投資信託財産総額（51,844,720

千円）に対する比率は99.6％です。 

（注） 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年７月10日における邦貨

換算レートは、1米ドル=145.89円、1ユーロ=171.23円です。 

親投資信託受益証券の設定、解約状況 

親投資信託残高 
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新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）  

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2025年７月10日現在) 

項 目 当 期 末 

  円 

(A) 資産 51,727,690,879   

 新興国債券インデックス マザーファンド(評価額) 51,631,628,886   

 未収入金 96,061,993   

(B) 負債 96,061,993   

 未払解約金 41,534,604   

 未払信託報酬 53,046,028   

 その他未払費用 1,481,361   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 51,631,628,886   

 元本 38,045,938,791   

 次期繰越損益金 13,585,690,095   

(D) 受益権総口数 38,045,938,791口 

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 13,571円 
 
＜注記事項＞（当運用報告書作成時点では監査未了です。） 

（貸借対照表関係） 

期首元本額 45,823,461,270円

期中追加設定元本額 11,555,933,106円

期中一部解約元本額 19,333,455,585円
 

○損益の状況 (2024年７月11日～2025年７月10日) 

項 目 当 期 

  円 

(A) 有価証券売買損益 126,527,641   

 売買益 1,115,517,496   

 売買損 △   988,989,855   

(B) 信託報酬等 △   105,155,587   

(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) 21,372,054   

(D) 前期繰越損益金 8,168,228,506   

(E) 追加信託差損益金 5,396,089,535   

 (配当等相当額) (   8,634,734,714)  

 (売買損益相当額) (△ 3,238,645,179)  

(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ) 13,585,690,095   

(G) 収益分配金 0   

 次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ) 13,585,690,095   

 追加信託差損益金 5,396,089,535   

 (配当等相当額) (   8,707,985,870)  

 (売買損益相当額) (△ 3,311,896,335)  

 分配準備積立金 10,810,525,883   

 繰越損益金 △ 2,620,925,323   
 

（注） (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて

表示しています。 

（注） (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設

定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 

(注） 運用の指図に係る権限を委託するための費用として、委託者が

受ける報酬の40％の金額を、(B)信託報酬等のうちの委託者報

酬の中から支払っています。 

（注） 収益分配金の計算過程は以下の通りです。 

 計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,642,297,377

円）、費用控除後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定

する収益調整金（8,707,985,870円）および分配準備積立金

（8,168,228,506円）より分配対象収益は19,518,511,753円（１万

口当たり5,130円）となりましたが、基準価額水準、市況動向等

を勘案し、当期の分配を見合わせました。 

 

○分配金のお知らせ  

 

 当期の収益分配は見送らせていただきました。 

 

○約款変更のお知らせ  

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書」を規定した条文および

関連条文について、信託約款に所要の変更を行いました。（2025年４月１日） 
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